
証券コード　9955

平成26年６月４日

株 主 各 位
愛媛県宇和島市築地町２丁目31 8番地23 5

代表取締役社長 笠 岡 恒 三

第40期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月24日（火

曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時 平成26年６月25日（水曜日）午前11時

２．場　　所 愛媛県宇和島市丸之内３丁目６番20号

サブライムホール　２階　白鵬の間

（なお、詳細は末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照く

ださい。）

３．目的事項

報 告 事 項 １．第40期 (平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第40期 (平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

計算書類報告の件
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決議事項

 第１号議案　　　剰余金の処分の件

 第２号議案　　　取締役５名選任の件

 第３号議案　　　監査役３名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が

生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス

http://www.yonkyu.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀による財政・金融

政策などにより好調であった輸出関連企業の業績は、年度末にかけて横

ばいとなり、外需は弱含みで推移いたしましたが、内需では消費税増税

前の駆け込み需要などにより、景気を押し上げる形となり、景気の回復

基調が持続する状況となりました。

また、養殖業界におきましては、昨年の天然稚魚不漁による稚魚池入

れ減少を受け、養殖魚の総在池量は低水準であることから、ハマチ・カ

ンパチの魚価は高値基調で推移いたしました。

このような状況のなか、当社グループでは、引き続き、新規市場の開

拓など国内市場における販売シェア向上と業務の効率化・コスト削減に

努めてまいりました。また、養殖魚の新ブランド化（コラーゲンブリを

始めとし、鯛・ハマチ・カンパチの４品目をコラーゲンシリーズとして

販売開始）や養鰻場の建設などにも注力してまいりました。

その結果、「鮮魚の販売事業」では、魚価の回復により増収、「餌料・

飼料の販売事業」では、販売数量が増加したことにより増収となりまし

た。

利益面では、稚魚及び餌料などの販売数量の増加に加え、魚価の回復

により販売費及び一般管理費に計上している貸倒引当金の戻入（前期は

繰入１億６百万円から当期は戻入10百万円の計上）もあり、各利益は増

益となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は380億80百万円（前期

比4.5％増）、営業利益は16億27百万円（前期比20.6％増）、経常利益は

19億41百万円（前期比18.9％増）、当期純利益は10億41百万円（前期比

10.4％増）となりました。

なお、当連結会計年度より、「その他の事業」に含まれていたマグロ

養殖事業及びうなぎ養殖事業については、量的な重要性が増したため、
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「鮮魚の販売事業」に含めて記載する方法に変更しております。

また、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度のセグメ

ントの区分に基づき作成しております。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

区 分
第　39　期

(平成25年3月期)
売上高(百万円)

第　40　期
(平成26年3月期)
売上高(百万円)

対前期比較

金額差異
（百万円）

増減率
（％）

鮮魚の販売事業 24,803 25,086 283 1.1

餌料・飼料の販売事業 11,485 12,887 1,402 12.2

その他の事業 153 105 △47 △31.1

合 計 36,442 38,080 1,637 4.5

（注）セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　「鮮魚の販売事業」では、ハマチ・カンパチは魚価が高値基調で推移

したことから販売数量は減少しましたが、販売価格が上昇したことによ

り増収、利益面では利幅の確保と業務の効率化に努めたことで増益とな

りました。

　この結果、売上高は250億86百万円（前期比1.1％増）、営業利益は１

億５百万円（前期比290.6％増）となりました。

「餌料・飼料の販売事業」では、販売数量の増加に加え、貸倒引当金

の戻入などもあり、増収増益となりました。

この結果、売上高は128億87百万円（前期比12.2％増）、営業利益は16

億16百万円（前期比17.9％増）となりました。

「その他の事業」では、売上高は１億５百万円（前期比31.1％減）、

営業損失は28百万円（前期は、営業損失１百万円）となりました。

なお、セグメント間の取引については、相殺消去しております。

②　設備投資の状況

当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額は、４億76百

万円となっております。

そのうち主なものは、養鰻場建設３億16百万円、活魚車（３台）49百

万円、保冷車（２台）40百万円などであります。

なお、当連結会計年度に実施いたしました設備投資などの所要資金は、

全て自己資金で賄っております。
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③　資金調達の状況

　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第　37　期
(平成23年3月期)

第　38　期
(平成24年3月期)

第　39　期
(平成25年3月期)

当連結会計年度
第　40　期

(平成26年3月期)

売 上 高 千円 27,309,211 35,595,337 36,442,750 38,080,509

経 常 利 益 千円 444,902 1,002,303 1,633,708 1,941,726

当 期 純 利 益 千円 444,780 844,755 942,992 1,041,476

１株当たり当期純利益 円 43.78 84.41 81.83 90.38

総 資 産 千円 19,513,680 23,045,159 23,936,340 25,107,240

純 資 産 千円 17,229,763 19,368,661 20,300,881 21,271,518

1株当たり純資産額 円 1,732.76 1,680.82 1,761.71 1,846.00

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１

株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しており

ます。

２．第38期より、全株式を取得し子会社化した株式会社海昇を連結の範囲に含めており

ます。なお、みなし取得日が平成23年６月30日であるため、第38期における株式会

社海昇の業績は、平成23年７月１日から平成24年３月31日までの９ヶ月間を連結対

象期間としております。

３. 第39期より、完全子会社として設立した株式会社西日本養鰻を設立日より連結の範

囲に含めております。

②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第　37　期
(平成23年3月期)

第　38　期
(平成24年3月期)

第　39　期
(平成25年3月期)

当事業年度
第　40　期

(平成26年3月期)

売 上 高 千円 27,129,045 25,659,606 25,808,967 26,842,742

経 常 利 益 千円 443,984 580,104 1,253,741 1,627,446

当 期 純 利 益 千円 445,508 657,712 746,087 964,693

１株当たり当期純利益 円 43.85 65.72 64.75 83.72

総 資 産 千円 19,441,386 21,848,698 22,486,885 23,601,724

純 資 産 千円 17,166,493 19,116,816 19,849,773 20,742,420

１株当たり純資産額 円 1,726.40 1,658.96 1,722.57 1,800.08

（注）　１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株

当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会　社　名 資本金又は出資金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 　 海 　 昇 50,000千円 100％
鮮魚及び餌料・飼料の
販売事業

四 急 運 輸 株 式 会 社 30,000千円 100％ 一般貨物運送事業

日 振 島 ア ク ア マ リ ン
有 限 責 任 事 業 組 合

10,000千円
99.7％
（注）

マグロ養殖事業

株 式 会 社 西 日 本 養 鰻 50,000千円 100％ うなぎ養殖事業

（注）当社の議決権比率の欄には、当該有限責任事業組合に対する出資割合を記載しております。

　(4) 対処すべき課題
当社グループを取り巻く水産業界では、世界的に進行している水産資源

の枯渇問題や少子・高齢化問題、また、消費面では生活環境や消費スタイ
ル、消費者ニーズも変化し、若い世代を中心とした「魚離れ」による消費
低迷が続いており、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。
しかし、海外に目を向けますと、健康志向を背景に水産物需要は年々増

加しており、中長期的には堅調な推移が見込まれております。
このような状況のなか、当社グループでは、今後も新規市場の開拓やグ

ループ経営の効率化を積極的に推進し、収益向上を目指します。特に、今
期は消費税増税による個人消費不振が懸念されるなか、取引数量の維持、
増加にも努めます。また、計画的な鮮魚出荷や餌料・飼料の販売推進及び
与信管理の厳格化を図り、貸倒リスクの低減にも努めてまいります。
組織面では、人材の育成並びに社員の意識改革により営業力を強化し、

収益基盤の改善・強化に向け取り組んでまいります。
また、今後収益の柱として期待できる「マグロ養殖事業」への投資拡大

や、現在、養鰻場を建設中である「うなぎ養殖事業」の早期事業化に向け、
引き続き注力してまいります。

一方、食品の安全面につきましては、引き続き、管理体制の強化に努め
ると共に、これまでと同様に水産物の放射性物質検査を継続し、消費者の
皆様に「安全・安心」をお届けできるように関係機関と連携し、今後も養
殖漁業を総合的にサポートしてまいります。
更に、企業としての社会的責任を認識し、環境対策やコーポレート・ガ

バナンスの強化と透明性の高い経営に努めてまいります。
今後とも、株主の皆様には、より一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよう

お願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在）
当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成されており、その

主な事業内容は、水産物卸売事業、餌料・飼料の販売事業、一般貨物運送
事業、マグロ養殖事業及びうなぎ養殖事業であります。

当社グループの各事業の内容は以下のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、「その他の事業」に含まれていたマグロ養

殖事業及びうなぎ養殖事業について量的な重要性が増したため、「鮮魚の
販売事業」に含めて記載する方法に変更しております。
①　鮮魚の販売事業

当社及び株式会社海昇は、四国及び九州などの漁業協同組合・養殖
業者等から養殖魚を仕入れ、主に全国中央卸売市場の荷受会社に販売
しております。また、天然魚やハマチフィーレ等の加工品の販売も行
っております。

天然稚魚は、国内はもとより海外からも仕入れ、養殖業者等に販売
しております。
人工ふ化事業では、タイの人工ふ化稚魚を生産し、養殖業者等に販

売しております。
日振島アクアマリン有限責任事業組合では、マグロ養殖事業を行っ

ております。
株式会社西日本養鰻は、うなぎ養殖事業を行う会社であり、現在そ

の事業化に向け養鰻場を建設中であります。
②　餌料・飼料の販売事業

当社及び株式会社海昇は、養殖業者等に対し、養殖魚用の生餌・配
合飼料・モイストペレット等を販売しております。

③　その他の事業
四急運輸株式会社は、一般貨物運送事業を営んでおります。

(6) 主要な営業所及び工場（平成26年３月31日現在）

①　当　社

本　社：　愛媛県宇和島市築地町２丁目318番地235

営業所：　東京営業所（東京都中央区築地）

　　　　　大阪営業所（大阪府大阪市）（注）

事業所：　三崎事業所（神奈川県三浦市）

　　　　　鹿児島事業所（鹿児島県垂水市）

工　場：　本社工場（愛媛県宇和島市）

　　　　　蒲江種苗センター（大分県佐伯市）

　　（注）大阪営業所は、平成25年８月31日をもって休業しております。
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②　子会社

株式会社海昇

本　社：　愛媛県宇和島市坂下津甲407番地89

四急運輸株式会社

本　社：　愛媛県宇和島市築地町２丁目７番11号

日振島アクアマリン有限責任事業組合

所在地：　愛媛県宇和島市日振島235番地

株式会社西日本養鰻

本　社：　愛媛県宇和島市築地町２丁目318番地235

  (7) 使用人の状況（平成26年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

鮮 魚 の 販 売 事 業 79（26）名 ３名減（８名減）

餌 料 ・ 飼 料 の 販 売 事 業 31（10） ３名増（１名減）

そ の 他 の 事 業 ９（－） １名減（　－　）

全 社 （ 共 通 ） 16（－） １名増（　－　）

合 計 135（36） －　（９名減）

（注) 使用人数は就業員数（正社員＋出向受入者）であり、臨時使用人は外書きで（　）内に

記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

122（32）名 １名増（９名減） 40.9歳 8.3年

（注）使用人数は就業員数（正社員＋出向受入者）であり、臨時使用人は外書きで（　）内に

記載しております。

　(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成26年３月31日現在）

①  発行可能株式総数　　　　　　  26,000,000株

②  発行済株式の総数　　　　　　  11,556,084株

③  株主数　　　　　　　　　　　　　　 2,186名

④  大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 オ フ ィ ス Ｆ Ｒ Ｍ 1,350千株 11.72％

笠 岡 暁 美 922 8.00

笠 岡 伸 一 837 7.27

竹 内 裕 美 833 7.23

有 限 会 社 シ ン セ イ 728 6.32

笠 岡 恒 三 569 4.95

有 限 会 社 松 下 水 産 542 4.71

株 式 会 社 伊 予 銀 行 477 4.14

株 式 会 社 魚 力 400 3.47

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 377 3.28

（注）持株比率は自己株式（33,059株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況（平成26年３月31日現在）

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。
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(3）会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成26年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 笠 岡 恒 三

取 締 役 相 談 役 笠 岡 繁 樹

常 務 取 締 役 清 水 敏 雄

取 締 役 林 　 建 至 内部監査室長

常 勤 監 査 役 玉 井 國 夫

監 査 役 中 山 孝 司 中山孝司税理士事務所所長

監 査 役 岩 城 紀 正

監 査 役 鈴 木 義 直

（注）１．常勤監査役玉井國夫氏、監査役中山孝司氏及び鈴木義直氏は、社外監査役でありま

す。

２．監査役中山孝司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

３．常勤監査役玉井國夫氏、監査役中山孝司氏、岩城紀正氏及び鈴木義直氏は、以下のと

おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・常勤監査役玉井國夫氏は、長年愛媛県信用保証協会に勤務し、各所所長及び本会業務

部部長を歴任しておりました。

・監査役中山孝司氏は、税理士の資格を有しております。

・監査役岩城紀正氏は、長年金融機関に勤務し、当社の総務部門には平成６年２月から

平成20年６月まで在籍しており、その間６年取締役に就任しておりました。

・監査役鈴木義直氏は、長年金融機関に勤務し、支店長及び本部の部長等を歴任してお

りました。

４．当社は執行役員制度を採用しており、次の１名がその職務についております。

地 位 氏 名 担 　 当

執 行 役 員 梅 田 晃 三 営業一部長（兼）餌料部長
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②　取締役及び監査役の報酬等

　　当事業年度に係る報酬等の総額

区　　　　分 員 数 報 酬 等 の 額

取　締　役
（うち社外取締役）

４名
(－)

100,850千円
(－)

監　査　役
（うち社外監査役）

４
(３)

8,225
(6,350)

合　　　　計 ８ 109,075

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成２年２月28日開催の臨時株主総会において年額200百万

円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成２年２月28日開催の臨時株主総会において年額20百万円

以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

　・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額22,075千円（取締役４名に対し

21,650千円、監査役４名に対し425千円、うち社外監査役３名に対し350千円）。

③　社外役員に関する事項

イ. 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　監査役中山孝司氏は、中山孝司税理士事務所所長であります。当社

と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

　・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（16回開催） 監査役会（16回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

常 勤 監 査 役 玉 井 國 夫 16回 100％ 16回 100％

監 査 役 中 山 孝 司 16 100 16 100

監 査 役 鈴 木 義 直 16 100 16 100

　・取締役会及び監査役会における発言状況

　各社外監査役は、主に会計もしくは税務的な見地から意見を述べ

るなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行っております。

ハ. 社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額

員　　　　　数 報　酬　等　の　総　額

１名 1,200千円
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 （4）会計監査人の状況

①　名　　　称　　監査法人和宏事務所

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

20,500

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　非監査業務の内容

 該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

 　当社は、会計監査人について、会社法・公認会計士法等の法令に違反

する行為又は公序良俗に反する行為その他の事項を総合的に勘案し必要

と認めた場合には、会社法第340条に基づき会計監査人を解任又は不再任

とする方針であります。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他業務の適正を確保するための体制についての取締役会決議の概要

は、以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

　 イ.　定時取締役会は、原則として毎月１回開催し、経営の基本方針、法定

事項及びその他経営に関する重要事項を決定し、職務執行を監督する。

(なお､重要案件が生じた場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催

する｡)また、各取締役は、会社の業務の執行状況を取締役会に報告す

るとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

　 ロ.　総務部担当取締役をコンプライアンス推進の総括責任者とし、総務部

が全社のコンプライアンス体制の構築、整備・充実及び問題点の把握

に努め、役職員への教育・啓蒙にあたる。

　 ハ.　監査役及び内部監査室が連携し、取締役の職務執行状況、コンプライ

アンス体制等を調査し、また各業務が法令、定款及び社内規程等に準

拠し行われているかを検証し、その結果を定期的に取締役会及び監査

役会に報告する。

　 ニ.　取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握

と改善に努める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　 イ.　｢稟議規程｣、｢文書管理規程｣に従い、取締役の職務の執行に係る情報

を文書又は電磁的記録(以下、文書等という。)に記録し、保存する。

　 ロ.　取締役及び監査役は｢文書管理規程｣に基づき、常時これらの文書等を

検索・閲覧できる体制とする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　 イ.　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティなど個々の

リスクについては、それぞれ担当部署、管理責任者を定め、リスク管

理の体制を構築する。(なお、組織の横断的リスク状況の監視及び全社

的対応は総務部が行うものとする。)

　 ロ.　不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策

本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリー

チームを組織し、迅速かつ適切な対応を図り、損害の拡大を防止し、

これを最小限に止める体制を整備する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　 イ.　当社は、定時取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取

締役会を開催する。また、取締役会の機能強化、経営効率を向上させ

るため、｢常務会｣、｢営業推進会議｣を定期的に開催する。

　 ロ.　中期経営計画及び年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確

化する。

　 ハ.　代表取締役社長以下、各営業責任者で構成する｢営業推進会議｣を毎月

１回開催し、迅速な意思決定と職務の執行が行える体制を確保する。
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　 ニ.　職務の執行に関する権限及び職責等については、｢組織規程｣、｢稟議規

程｣、｢業務分掌規程｣、｢職務権限規程｣等の社内規程により、各役職員

の権限と責任を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行が行える体制

を確保する。(なお、各規程類は必要に応じて見直し、改善を図る。)

⑤　会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制

　 イ.　グループ企業の業務の適正を確保するため、｢関係会社管理規程｣を定

め、情報の共有化を図り、適正な子会社管理を実施する。

　 ロ.　監査役及び内部監査室は、定期的に子会社の内部統制の状況等につい

て監査を実施し、その結果を取締役会に報告する。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関す

る事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、

取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くもの

とする。また、任命された使用人は監査役会の管理下で業務を遂行し、

取締役等からの指揮命令を受けないものとする。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

　 イ.　取締役及び使用人は、会社の業績に重大な影響を及ぼす恐れがある事

実、あるいは会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したと

きは、直ちに監査役に報告する。

　 ロ.　監査役は、取締役会のほか、重要な会議等にも出席し、必要に応じて

取締役及び使用人に対して、業務執行状況等に関する報告を求めるこ

とができる。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　 イ.　監査役の半数以上を社外監査役とし、対外的な透明性を確保する。

　 ロ.　監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課

題や監査上の重要事項等について情報・意見交換を行い、相互の意思

疎通を図るよう努める。

　 ハ.　監査役会は、会計監査人及び内部監査室との連携を図り、定期的に意

見交換を行い、監査の実効性を確保するものとする。

　 ニ.　各監査役が監査を実施するにあたり、監査役会が必要と認めた場合に

は、外部専門家等を活用することができることとする。

⑨　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与

える勢力又は団体等とは、取引関係を含め、一切の関係を遮断し、確

固たる信念を持って排除の姿勢を堅持する。また、反社会的勢力から

の不当な要求等に対しても、グループ全体として毅然とした態度で臨

み、反社会的勢力による被害の防止に努める。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成26年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資  産  の  部 ) 25,107,240 ( 負  債  の  部 ) 3,835,722

流 動 資 産 20,333,515 流 動 負 債 3,621,574

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

投 資 不 動 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,241,471

5,934,284

658,961

386,674

10,370

823,476

69,836

105,987

△897,547

4,773,725

(2,201,510)

426,817

221,866

36,772

1,199,323

316,730

(213,003)

210,940

2,062

(2,359,211)

1,863,880

592,378

279,937

5,286

228,301

△610,574

支払手形及び買掛金 2,584,129

未 払 法 人 税 等 662,692

賞 与 引 当 金 17,789

そ の 他 356,964

固 定 負 債 214,147

退職給付に係る負債 132,893

役員退職慰労引当金 39,995

繰 延 税 金 負 債 41,258

( 純 資 産 の 部 ) 21,271,518

株 主 資 本 21,095,644

資 本 金 2,187,615

資 本 剰 余 金 3,124,310

利 益 剰 余 金 15,800,023

自 己 株 式 △16,305

その他の包括利益累計額 175,863

その他有価証券評価差額金 175,863

少 数 株 主 持 分 11

資 産 合 計 25,107,240 負 債 ・ 純 資 産 合 計 25,107,240
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連 結 損 益 計 算 書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 38,080,509

売 上 原 価 32,947,402

売 上 総 利 益 5,133,107

販売費及び一般管理費 3,505,888

営 業 利 益 1,627,218

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 145,547

そ の 他 200,860 346,407

営 業 外 費 用

そ の 他 31,900 31,900

経 常 利 益 1,941,726

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 6,182 6,182

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 3

固 定 資 産 除 却 損 1,524

投 資 有 価 証 券 評 価 損 800 2,327

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,945,581

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 918,855

法 人 税 等 調 整 額 △14,700 904,155

少数株主損益調整前当期純利益 1,041,425

少 数 株 主 損 失 50

当 期 純 利 益 1,041,476
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連結株主資本等変動計算書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

平成25年４月１日期首残高 2,187,615 3,124,310 14,896,827 △15,889 20,192,863

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △138,280 △138,280

当 期 純 利 益 1,041,476 1,041,476

自 己 株 式 の 取 得 △415 △415

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の変動額合計 － － 903,196 △415 902,781

平成26年３月31日期末残高 2,187,615 3,124,310 15,800,023 △16,305 21,095,644

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額

少数株主持分 純資産合計
そ の 他 有 価
証 券 評 価
差 額 金

平成25年４月１日期首残高 107,956 62 20,300,881

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △138,280

当 期 純 利 益 1,041,476

自 己 株 式 の 取 得 △415

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

67,906 △50 67,856

連結会計年度中の変動額合計 67,906 △50 970,637

平成26年３月31日期末残高 175,863 11 21,271,518
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連結注記表：

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　　４社

連結子会社の名称　　　　　　　　　　　　　株式会社海昇

四急運輸株式会社

日振島アクアマリン有限責任事業組合

株式会社西日本養鰻

②　非連結子会社の名称等　　　　　　　　　　　該当ありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した関連会社の名称等　　　　　該当ありません。

②　持分法を適用していない関連会社の名称等　　該当ありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

・満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によって評価しております。

・その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）によって評価しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によって評価しております。

ロ　たな卸資産

商品及び製品、貯蔵品については、移動平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、仕掛品については、個別法によ

る原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

よって評価しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産及び投資不動産

定率法〔ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は

定額法〕を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～15年

工具器具備品 ２～15年

投資不動産 ５～47年
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ロ　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法、その他については定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

ロ　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

イ　退職給付に係る負債の計上基準

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に全額償

却することとしております。

ロ　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

ハ　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

２. 会計方針の変更に関する注記

退職給付に関する会計基準等の適用

　当連結会計年度より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５

月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）

を適用しております。（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項

本文に掲げられた定めを除く。）これにより、退職給付債務から年金資産の額を控除した額

を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、数理計算上の差異を退職給付に係る負

債に計上いたしました。

　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が132,893千円計上されており

ます。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,066,986千円

(3) 投資不動産の減価償却累計額 381,031千円
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４．連結損益計算書に関する注記

記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 11,556,084株 － － 11,556,084株

(3) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 32,739株 320株 － 33,059株

(注) 自己株式の増加は、単元未満株式の買取り320株によるものであります。

(4) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成25年６月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・配当金の総額 138,280千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 12円

・基準日 平成25年３月31日

・効力発生日 平成25年６月27日

(5) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成26年６月25日開催の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 138,276千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 12円

・基準日 平成26年３月31日

・効力発生日 平成26年６月26日

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、余資運用については安全性及び流動性を重視した運用とする方針で

取組み、銀行預金を中心とした運用としており、有価証券での運用は運用限度額を定め

ています。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リ

スクに関しては売上債権管理マニュアルに基づき取引先ごとの与信限度額を設定し期日

管理及び残高管理を行うとともに、滞留債権管理を行っております。

投資有価証券は主に余資運用としての債券と業務上の関係を有する企業の株式であり

市場価格の変動リスクに晒されていますが、取引所の価格があるものは四半期ごとに時

価を把握しております。また、取引先への貸付金については、顧客の信用リスクに晒さ

れており、取引先貸付金取扱要領に基づきリスク管理を行っております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成26年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるものは、次表には含まれていません（(注)２参照）。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

(1) 現金及び預金 13,241,471 13,241,471 －

(2) 受取手形及び売掛金 5,934,284

　　　貸倒引当金(＊１) △564,364

5,369,919 5,369,919 －

(3) 短期貸付金 823,476

　　　貸倒引当金(＊１) △332,870

490,605 490,605 －

(4) 投資有価証券

　　　満期保有目的の債券 300,000 303,023 3,023

　　　その他有価証券 1,373,791 1,373,791 －

(5) 長期貸付金 592,378

　　　貸倒引当金(＊１) △549,140

43,237 43,047 △190

(6) 支払手形及び買掛金(＊２） (2,584,129) (2,584,129) (－)

(7) 未払法人税等(＊２) (662,692) (662,692) (－)

  (＊１) 受取手形及び売掛金、短期貸付金及び長期貸付金に計上している貸倒引当金を控除して

おります。

  (＊２) 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金

　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金、(3) 短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。ただし一部のものについては、担保による回収見込額

に基づいて貸倒見積額を算定していることから、連結決算日における連結貸借対照

表価額から貸倒見積額を控除した金額を時価としております。

(4) 投資有価証券

　投資有価証券の時価については取引所の価格によっております。

(5) 長期貸付金

　当社では、長期貸付金の時価の算定は、与信管理上の信用リスク区分ごとに、そ

の将来キャッシュ・フローを国債等の利回りなど適切な指標にスプレッドを上乗せ

した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　ただし、一部のものについては、担保による回収見込額に基づいて貸倒見積額を

算定していることから、連結決算日における連結貸借対照表価額から貸倒見積額を

控除した金額を割り引いております。
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(6) 支払手形及び買掛金、（7) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額24,700千円）及び出資証券（連結貸借対照表計上

額165,389千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが

できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券  そ

の他有価証券」には含めておりません。

７．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、愛媛県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）等を所有

しております。平成26年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は15,541千円

（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時　　　　　　　価

544,308 448,175

(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定

した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,846円00銭

(2) １株当たり当期純利益 90円38銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資  産  の  部 ) 23,601,724 ( 負  債  の  部 ) 2,859,303

流 動 資 産 18,499,491 流 動 負 債 2,645,936

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

関係会社短期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

11,784,048

808,315

3,426,066

573,750

130,104

9,654

50,000

7,565

823,010

1,664,280

39,772

55,751

△872,827

支 払 手 形 195,165

買 掛 金 1,657,238

未 払 金 990

未 払 費 用 225,399

未 払 法 人 税 等 481,000

預 り 金 25,428

前 受 収 益 2,586

賞 与 引 当 金 16,373

そ の 他 41,756

固 定 資 産 5,102,233 固 定 負 債 213,367

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

船 舶

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

水 道 施 設 利 用 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

投 資 不 動 産

保 証 金 ・ 敷 金

破 産 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

（1,740,830)

340,593

44,889

92,679

11,145

79,166

34,983

1,137,371

（2,062)

1,696

243

123

（3,359,339)

1,844,246

1,057,756

1,680

3,778

592,378

279,937

123,077

38,830

5,625

△587,971

退 職 給 付 引 当 金 132,113

役員退職慰労引当金 39,995

繰 延 税 金 負 債 41,258

( 純 資 産 の 部 ) 20,742,420

株 主 資 本 20,571,669

資 本 金 2,187,615

資 本 剰 余 金 （3,124,310)

資 本 準 備 金 2,521,825

そ の 他 資 本 剰 余 金 602,485

利 益 剰 余 金 （15,276,048)

利 益 準 備 金 223,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 15,053,048

別 途 積 立 金 14,050,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,003,048

自 己 株 式 △16,305

評価・換算差額等 170,751

その他有価証券評価差額金 170,751

資 産 合 計 23,601,724 負債・純資産合計 23,601,724
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損　益　計　算　書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 26,842,742

売 上 原 価 23,211,033

売 上 総 利 益 3,631,709

販売費及び一般管理費 2,483,697

営 業 利 益 1,148,011

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 284,716

そ の 他 243,703 528,419

営 業 外 費 用

そ の 他 48,984 48,984

経 常 利 益 1,627,446

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 995 995

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 3

固 定 資 産 除 却 損 1,509

投 資 有 価 証 券 評 価 損 800 2,312

税 引 前 当 期 純 利 益 1,626,128

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 652,746

法 人 税 等 調 整 額 8,689 661,435

当 期 純 利 益 964,693
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株主資本等変動計算書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資　本
剰余金

利　益
準備金

その他利益剰余金

別 途
積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

平成25年４月１日期首残高 2,187,615 2,521,825 602,485 223,000 13,450,000 776,635 △15,889 19,745,671

事業年度中の変動額

別 途 積 立 金
の 積 立

600,000 △600,000 －

剰 余 金 の 配 当 △138,280 △138,280

当 期 純 利 益 964,693 964,693

自己株式の取得 △415 △415

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － － － 600,000 226,413 △415 825,997

平成26年３月31日期末残高 2,187,615 2,521,825 602,485 223,000 14,050,000 1,003,048 △16,305 20,571,669

評 価 ・ 換 算
差 　 額  等

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

平成25年４月１日期首残高 104,101 19,849,773

事業年度中の変動額

別 途 積 立 金
の 積 立

－

剰 余 金 の 配 当 △138,280

当 期 純 利 益 964,693

自己株式の取得 △415

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

66,649 66,649

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

66,649 892,647

平成26年３月31日期末残高 170,751 20,742,420
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個別注記表：

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によって評価しております。

②　子会社株式

　移動平均法による原価法によって評価しております。

③　その他有価証券

　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）によって評価しております。

　　時価のないもの

移動平均法による原価法によって評価しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、貯蔵品については、移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、仕掛品については、個別法による原価法

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって評価し

ております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産及び投資不動産

定率法［ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定

額法］を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50年

構築物 10～42年

機械装置 ２～15年

船舶 ２～12年

車両運搬具 ２～７年

工具器具備品 ２～15年

投資不動産 ５～47年

②　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法、その他については定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき

額を計上しております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に全額償却することと

しております。
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④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上し

ております。

(5) 消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　2,698,954千円

(3) 投資不動産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　381,031千円

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,921,606千円

　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,343千円

(5) 関係会社に対する債務保証

　　工事代金の支払保証　　　　　　　　　　　　　　　　　733,320千円

３．損益計算書に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 関係会社との取引高

　売上高 3,637,105千円

　売上原価 2,423,767千円

　販売費及び一般管理費 266,368千円

　営業取引以外の取引高 230,852千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 32,739株 320株 － 33,059株

(注) 自己株式の増加は、単元未満株式の買取り320株によるものであります。
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５．税効果会計に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産

 　　 貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　 478,271千円

 　　 賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　  　 5,791千円

 　　 退職給付引当金　　　　　　　　　　　 　　 46,728千円

 　　 役員退職慰労引当金　　　　　　　　　　 　 14,146千円

 　　 減損損失　　　　　　　　　　　　　　 　　263,574千円

　　　その他　   　　　　　　　 　　　　　 　　 35,790千円

　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　 　　844,302千円

　　　評価性引当額　　　 　　 　　　　 　　　△748,269千円

　　繰延税金資産計　　       　　　　　　　　　 96,032千円

    繰延税金負債

　　　その他有価証券評価差額金　　　  　　 　 △97,518千円

　　繰延税金負債計　　　　　　　　　   　　　 △97,518千円

　　繰延税金負債の純額　　       　　　　　　  △1,486千円

６．関連当事者との取引に関する注記

種 類
会 社 等
の 名 称

資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )役員の

兼任等
事業上
の関係

子 会 社
株 式 会 社
海 昇

50,000
鮮魚及び餌
料・飼料の
販 売 事 業

直接　100
役員兼
任２名

鮮魚・餌
料 飼 料
の 売 買

商 品 の
販 売 等

3,520,469 売 掛 金 210,409

商 品 の
仕 入 等

2,393,561 買 掛 金 198,090

役 務 の
提 供

136,450 そ の 他 15,014

施 設 等 の
使 用 料 他

40,307
短 期
貸 付 金

1,000,000

子 会 社
四 急 運 輸
株 式 会 社

30,000
一 般 貨 物
運 送 事 業

直接　100
役員兼
任１名

商 品 の
運 送

運 賃 の
支 払 い

55,945 未 払 費 用 9,636

施 設 等 の
使 用 料 他

5,100 － －

業務委託料
の 支 払 い

79,464 そ の 他 1,982

子 会 社

日振島アク
アマリン有
限責任事業
組 合

10,000
マ グ ロ
養 殖 事 業

直接　99.7
（注）２

なし
鮮魚・餌
料 飼 料
の 売 買

商 品 の
販 売 等

116,626 売 掛 金 21,731

商 品 の
仕 入 等

24,547 買 掛 金 712

施 設 等 の
使 用 料 他

35,094 そ の 他 9,445

資 金 の
貸 付

200,000
短 期
貸 付 金

350,000

子 会 社
株 式 会 社
西日本養鰻

50,000
う な ぎ
養 殖 事 業

直接　100 役員兼
任３名

鮮魚・餌
料 飼 料
の 売 買

商 品 の
販 売 等

9 － －

施 設 等 の
使 用 料 他

516 そ の 他 647

資 金 の
貸 付

314,280
短 期
貸 付 金

314,280

工 事 代 金
債 務 保 証

733,320 － －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

　　　２．議決権等の所有（被所有）割合の欄には、当該有限責任事業組合に対する出資割合を

記載しております。
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　　　３．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 株式会社海昇、日振島アクアマリン有限責任事業組合及び株式会社西日本養鰻との

商品の販売・仕入等の取引は、市場価格を参考にし、個別に価格交渉の上、相対取

引により決定しております。

(2) 四急運輸株式会社における運賃は、運送に要する人件費、運行費、燃料費、車両修

繕費等の諸経費（原価）を勘案し、価格交渉の上決定しております。

(3) 四急運輸株式会社における業務委託料は、当社に出向している活魚車ドライバーの

人件費及び出向管理費等であり、当該経費の実費を勘案し、交渉の上決定しており

ます。

(4) 日振島アクアマリン有限責任事業組合への施設の賃貸料は、当該設備の減価償却費

相当額としております。

(5) 株式会社海昇、日振島アクアマリン有限責任事業組合及び株式会社西日本養鰻への

資金の貸付における利率は年１％としております。

(6) 株式会社西日本養鰻に対する債務保証は、同社の養鰻設備の工事代金の支払保証を

行っております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,800円08銭

(2) １株当たり当期純利益 83円72銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年５月16日

株式会社　ヨンキュウ

取 締 役 会 御 中

監査法人和宏事務所

代表社員
業務執行社員

公認会計士 高 木 快 雄

代表社員
業務執行社員

公認会計士 南 　 幸 治

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヨンキュ
ウの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計
算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、
我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これ
に基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手

するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不
正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい
て選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。
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監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヨンキュウ及び連結子
会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年５月16日

株式会社　ヨンキュウ

取 締 役 会 御 中

監査法人和宏事務所

代表社員
業務執行社員

公認会計士 高 木 快 雄

代表社員
業務執行社員

公認会計士 南 　 幸 治

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヨ
ンキュウの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第40期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類
及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るた
めに、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について

監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の
判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚
偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計
算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及
びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第40期事

業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に

基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意

思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取

締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調

査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行

が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条

第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び

当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告

を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社に

ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図

り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基

づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い

たしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施

しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会

計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している

旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づ

き、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類

（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連

結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内

容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

平成26年５月21日

株式会社　ヨンキュウ　監査役会

常勤社外監査役 玉 井 國 夫 

社外監査役 中 山 孝 司 

監査役 岩 城 紀 正 

社外監査役 鈴 木 義 直 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

　当社の配当政策につきましては、業績・財政状況及び将来の企業価値向

上に向けた事業投資のための資金需要等を総合的に勘案した上で、安定的

な配当維持に努めることを基本方針としております。

　当社は、平成24年９月に100％出資の子会社として株式会社西日本養鰻を

設立し、うなぎ養殖の早期事業化を進めてまいりましたが、平成26年１月

にうなぎ養殖場の建設に着手することが出来ました。

　つきましては、その新たな事業開始を記念し、１株につき10円の普通配

当に記念配当２円を加え、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類　　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき　12円（うち、普通配当10円、記念配当２円）

　配　当　総　額　　138,276,300円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成26年６月26日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

　その他の剰余金の処分につきましては、将来の事業展開と経営基盤の強

化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　800,000,000円

②　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　800,000,000円
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第２号議案　取締役５名選任の件

　　本総会終結の時をもって、取締役全員(４名)は任期満了となります。つきま

　しては、経営体制の強化のため１名を増員し、取締役５名の選任をお願いする

　ものであります。

　　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

１
かさ

笠
 

　
おか

岡
 

　
こう

恒
 

　
ぞう

三
(昭和34年10月６日生)

昭和55年４月　当社入社

昭和57年９月　当社取締役

平成２年12月　当社営業一部長委嘱

平成４年６月　当社常務取締役

平成６年５月　当社営業一部長委嘱を解き

　　　　　　　営業一部担当

平成16年６月　当社代表取締役専務

平成18年９月　当社代表取締役専務退任

平成18年９月　株式会社海昇

　　　　　　　代表取締役社長

平成23年６月　同社代表取締役社長辞任

　　　　　　　同社取締役(現任)

　　　　　　　当社専務取締役

平成23年７月　当社代表取締役社長(現任)

569,945株

２
かさ

笠
 

　
おか

岡
 

　
しげ

繁
 

　
き

樹
(昭和19年11月26日生)

昭和42年４月　当社入社

昭和43年10月　当社取締役

昭和56年７月　当社代表取締役専務

平成７年６月　当社代表取締役社長

平成16年６月　当社代表取締役副会長

平成19年６月　当社代表取締役会長

平成21年６月　当社代表取締役会長退任

平成23年６月　当社取締役

平成23年７月　当社取締役相談役(現任)

平成24年９月　株式会社西日本養鰻

　　　　　　　代表取締役社長(現任)

336,950株
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

３
し

清
 

　
みず

水
 

　
とし

敏
 

　
お

雄
(昭和27年７月28日生)

昭和51年４月　株式会社伊予銀行入行

平成９年２月　同行砥部支店長

平成13年８月　同行本店営業部副部長

平成18年８月　同行人事部次長

平成19年３月　当社出向　内部監査室長

平成20年８月　当社経理部長

平成21年６月　株式会社伊予銀行退職

　　　　　　　当社取締役

　　　　　　　当社経理部長委嘱

平成22年11月　当社常務取締役(現任)

平成24年９月　株式会社西日本養鰻取締役

　　　　　　　(現任)

5,500株

４
はやし

林
 

　
 

　
 

　
たて

建
 

　
し

至
(昭和27年２月２日生)

昭和47年４月　宇和島農業協同組合(現えひ

　　　　　　　め南農業協同組合)入組

平成９年４月　えひめ南農業協同組合

　　　　　　　来村支所長

平成15年２月　当社入社　経理部長

平成18年10月　当社総務部長

平成20年６月　当社取締役(現任)

　　　　　　　当社総務部長委嘱

平成23年８月　当社内部監査室長委嘱

平成24年２月　当社総務部長委嘱

平成24年８月　当社内部監査室長委嘱

　　　　　　　(現任)

1,500株

５
たか

高
 

　
がわ

川
 

　
ひで

英
 

　
ほ

穂
(昭和21年６月８日生)

昭和40年４月　株式会社伊予銀行入行

平成13年２月　同行審査１部付部長

平成13年３月　株式会社伊予銀行退職

平成13年４月　宇和島信用金庫入庫

　　　　　　　総務部長

平成13年６月　同金庫常務理事

平成14年７月　同金庫専務理事

平成18年６月　同金庫理事長

平成24年６月　同金庫会長(非常勤)

　　　　　　　(現任)

－株

（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２. 高川英穂氏は社外取締役候補者であります。

３. 高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有してお

り、それらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願

いするものであります。
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第３号議案　監査役３名選任の件

　　本総会終結の時をもって、監査役玉井國夫氏及び岩城紀正氏は任期満了とな

　ります。つきましては、監査体制の強化・充実を図るために１名を増員し、監

　査役３名の選任をお願いするものであります。

　　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

１
たま

玉
 

　
い

井
 

　
くに

國
 

　
お

夫
(昭和15年７月23日生)

昭和38年１月　愛媛県信用保証協会入協

平成９年４月　愛媛県信用保証協会

　　　　　　　本会業務部部長

平成16年４月　愛媛県信用保証協会

　　　　　　　南予地区担当参与

平成18年３月　愛媛県信用保証協会退職

平成18年６月　当社監査役

平成22年６月　当社常勤監査役(現任）

4,800株

２
いわ

岩
 

　
き

城
 

　
のり

紀
 

　
まさ

正
(昭和15年１月１日生)

平成６年２月　株式会社伊予銀行より当社

　　　　　　　出向　総務部長

平成７年２月　株式会社伊予銀行退職

　　　　　　　当社入社　総務部長

平成14年６月　当社取締役

平成20年６月　当社取締役退任

平成22年６月　当社監査役(現任)

100株

３
さか

酒
 

　
い

井
 

　
けい

啓
 

　
じ

司
(昭和33年10月25日生)

平成２年４月　税理士事務所開業(現任)

平成18年８月　株式会社プロアクティブ

　　　　　　　設立　代表取締役社長

　　　　　　　(現任)

平成23年６月　四国税理士会理事

平成25年６月　四国税理士会常務理事

　　　　　　　(現任)

－株

（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２. 玉井國夫氏及び酒井啓司氏は社外監査役候補者であります。

３. 玉井國夫氏は、長年の愛媛県信用保証協会勤務で培った専門的な知識と豊富な経

験を有しており、それらを当社の監査に反映していただくことを期待し、社外監

査役としての選任をお願いするものであります。

　なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したこ

とはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行

いただけるものと判断しております。

４. 玉井國夫氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任

期間は、本総会終結の時をもって８年となります。

５. 酒井啓司氏は、税理士としての専門的な知識と経営者としての幅広い見識を有し

ており、それらを当社の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役とし

ての選任をお願いするものであります。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場　愛媛県宇和島市丸之内３丁目６番20号

サブライムホール　２階　白鵬の間

※ＪＲ宇和島駅より約1,700ｍ

※お問い合わせ先

株式会社ヨンキュウ　総務課　TEL 0895-24-4901

地図


